
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朴鳳圭（パク・ボンギュ）弁護士は、投資信託や特定金銭信託などの金融投資商品における投資損失に関する大規模

紛争において優れた実績を有しています。 2020年の私募ファンドの払戻し停止事態以降、金融機関間で相次いだ各

種訴訟に対応してきたほか、これに関連する多様な法的助言の経験を有しています。 また、LNG貨物タンクの技術的

欠陥をめぐる紛争など、前例のない複雑かつ高度な民事案件においても、クライアントの期待を上回る成果を挙げて

きました。さらに、不動産開発事業関連訴訟や保険関連訴訟においても、最新の実務経験を備えています。 

 

信託法を専攻し博士課程を修了しており、投資信託、不動産信託、保険金請求権信託、遺言代用信託、認知症対応型

信託（いわゆる認知症マネー信託）など、信託分野において幅広い法的助言を提供してきました。 

 

2024年にはUCLAにてLL.M.を取得し、同年カリフォルニア州弁護士資格を取得しています。 

 

2005 光州仁星高校 

2011 延世大学経営学科 

2017 西江大学法学専門大学院 

2023 西江大学一般大学院法学科博士課程在学中(信託法) 

2024 University of California Los Angeles (UCLA) School of Law (LL.M.) 

2026 ソウル大学校法科大学院 金融法務課程（信託法の理論と実務）修了 



2017 第 6 回弁護士試験 

2017-2018 セヨン(SYLAW)法律事務所 

2026-現在 ソウル江西区公職者倫理審議委員会委員 

2026-現在 韓国信託学会 理事（総務担当） 

2018-現在 地平（Jipyong）法律事務所 

【金融投資商品（投資信託等）関連紛争】 

 K再保険会社等の機関投資家：オーストラリアの不動産ファンドに関する訴訟 

 S生命保険会社：デリバティブ関連商品に関する訴訟 

 H証券会社：中国会社の保証付社債に関する訴訟 

 K証券会社：ドイツ国債金利連動型デリバティブファンドに関する訴訟 

 D証券会社：ルーマニア太陽光発電事業に関する訴訟 

 ディスカバリーファンド、ライムファンド、ヘリテージファンド等、各種私募ファンドの払戻し停止事態に関連

する訴訟対応および法的助言に従事 

 

【不動産開発事業関連紛争】 

 不動産信託会社を代理し、施工会社が提起した抵当権設定登記請求訴訟に対応 

 不動産信託会社を代理し、デベロッパーが提起した信託報酬に関する訴訟に対応 

 Yアセットマネジメント会社を代理し、ファンド法人役員の損害賠償責任が争点となった訴訟に対応 

 Kアセットマネジメント会社を代理し、不動産REITに関する訴訟に対応 

【その他（銀行・ノンバンク・保険・民事紛争）】 

 N銀行：前払金返還保証に関する訴訟 

 S海運会社：韓国型LNG貨物倉庫の技術的欠陥に関する訴訟 

 K証券会社を代理し、コスダック上場企業側が提起した株式の反対売買停止に関する仮処分および関連訴訟に対応 

 ノンバンク（キャピタル会社）を代理する各種訴訟対応および法的助言に従事 

 保険会社を代理する各種訴訟対応および法的助言に従事 

【刑事事件】 

 国定教科書の修正を巡る職権乱用権利行使妨害事件において無罪判決（大法院確定） 

 警察官の職権乱用権利行使妨害およびあっせん収賄事件において無罪判決（大法院確定） 

 養育費支払問題に関連する活動家の情報通信網法違反（名誉毀損）事件において第1審無罪判決を獲得 

 公職選挙法違反、詐欺、業務上背任等の各種刑事事件の公判対応に従事 



2023 「金融消費者保護法解説」(共著)博英社 

2021 「建造中船舶に対する譲渡担保権の成立に関する法的争点」人権と正義第 499 号、大韓弁護士協会 

2021 「アクティビストとスチュワードシップコード」(共著)、博英社 

 

2017 大韓民国弁護士 

2024 米カリフォルニア州弁護士 

 

韓国語 / 英語 / 日本語  

 

 

 


